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■設立 

■目的 

総合型地域スポーツクラブ全国協議会(SC全国ネットワーク)について 

全国で活動する総合型クラブの定着・発展を促進するため、 
その円滑な運営に資する情報交換や活性化を図り、もって生涯スポーツ社会の実現に
寄与することを目的とする。 

公益財団法人日本体育協会の組織内組織として 
2009年（平成21年）設立 

■加入クラブ数 

２，８０２ （加入率：３，５５０クラブ中 約79％＊平成27年12月末時点） 

■主な取組 
○総会・常任幹事会の開催 
○ブロック別クラブネットワークアクション （全国9会場 約1,000名参加＊平成27年度） 
○ヒューマンエラー防止研修会 （全国９会場 約380名参加＊平成27年度） 
○総合型クラブの自己点検・自己評価の実施推進 
○各都道府県連絡協議会における取組（研修会の実施等） 
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総合型地域スポーツクラブ全国協議会(SC全国ネットワーク) 組織体制 
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連携 

総合型地域スポーツクラブ全国協議会 

（SC全国ネットワーク） 

総合型 
クラブ 

総合型 
クラブ 

総合型 
クラブ 

都道府県 
総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 

加入 

加入(2,802クラブ)※ 自動加入（2,802クラブ） 

日本体育協会 

＜組織内組織＞ 

※平成27年12月末時点 

支援 

都道府県 
体育（ｽﾎﾟｰﾂ）協会 

都道府県 
広域ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

支援 

都道府県により支援組織・機関の体制はまちまち 

民間 行政 



■全般的な要望 

第２期スポーツ基本計画に期待すること  

１．総合型クラブが「地域スポーツの担い手の中心である」こと。 
 
２．総合型クラブが「スポーツを核とした豊かな地域コミュニティの創造」に寄与し、  
  「地域の課題解決に応える」ための社会的な仕組みとして公益性が高いこと。 
 
３．総合型クラブの活動の基盤となる学校体育施設・公共スポーツ施設が充実し、 
  使いやすくなるような具体的な支援策を講じるよう促すこと。 

■育成・支援体制に関する要望 

４．総合型クラブが公益性をさらに高め、地域住民、国民から一層の理解と参画を 
  得られるよう総合型クラブの一定の基準を作り、その育成・支援主体を明確にすること。  
 

５．公益性の高い総合型クラブに行政の理解と支援が不可欠であること。 
 
６．行政による総合型クラブへの継続的な支援が担保されるよう市区町村における策定 

  率が3割にも満たない「スポーツ政策に係る計画」の策定を促し、その計画の中に総合 

  型クラブの支援を盛り込むよう促すこと。 
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■スポーツに関する取組例 

総合型クラブに期待される地域課題の解決に役立つ取組  

○学校運動部活動との連携 
 
○スポーツ少年団との連携 
 
○障がい者スポーツの取組 
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■スポーツを通じた取組例 

○高齢者の健康保持 
 
○地域包括ケア（介護予防・認知症対策） 

 
○町内会との連携 

行政 

（各関係部局） 

との連携が必要 

子どもの体力・運動能力の向上 
スポーツ実施率の向上 

健康寿命の延伸 
地域コミュニティーの再生 
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スポーツ基本計画 

スポーツ庁 

スポーツ推進計画 

都道府県(行政) 

スポーツ政策に係る計画 

(策定率 ３割未満) 

市区町村(行政) 

日本体育協会 

都道府県 
広域スポーツセンター 

その他 
加盟形式をとる団体 

どこにも属さない 
総合型クラブ 

総合型 
クラブ 都道府県 

総合型クラブ連絡協議会 

現状の総合型クラブの育成・支援体制 

全国 県 市区町村 

市区町村 
体育（スポーツ）協会 

市区町村 
総合型ｸﾗﾌﾞ連絡協議会(※) 

      加盟・加入等 

都道府県 
体育（スポーツ）協会 

■現状の総合型クラブの育成・支援体制の課題 
 

○総合型クラブの全国的な基準が無いため、国民に一定のイメージが認知され難い（認知度の向上が困難）。 
 
○総合型クラブの育成・支援主体が複数存在し、全国的な育成・支援主体が明確になっていない。 
  
○市区町村のスポーツ政策に係る計画の策定率が低く、行政の施策における総合型クラブの位置付けが明確に
なっていない場合がある。 

 

※一部市区町村に設置 

総合型ｸﾗﾌﾞ全国協議会 
（SC全国ネットワーク） 

＜組織内組織＞ 



○総合型クラブの財務的資源に係る支援 
   直接的な(資金)支援はもとより、指定管理者制度の活用や業務委託の要望も多い。 
 

○総合型クラブの社会的認知度の向上 
   特に国に対する要望として、総合型クラブの認知度向上の取組が挙げられる。 
   （理由）地域住民や行政等からの理解を得ようとする際、総合型クラブへの社会的認知度の低さが障壁になっている。 
 

○行政の総合型クラブに対する理解不足の改善 
   特に市区町村に対する要望として、総合型クラブの理解促進が挙げられる。 
   （理由）行政の理解不足により活動場所の確保に支障が生じているとの声がある。 

7 

現状の総合型クラブにおける主な課題 

■行政との関係に係る主な課題 

※② ｽﾎﾟｰﾂ庁「平成27年度総合型地域スポーツクラブに関する実態調査結果」 
  「(13)クラブの現在の課題(複数回答) N＝2,678」※全20項目の内上位10位を抜粋 

 

 ※① ｽﾎﾟｰﾂ庁「平成27年度総合型地域スポーツクラブに関する実態調査結果」 
  「(10)クラブの活動拠点施設 N＝2,710」 

 

 

日本体育協会（平成26年度文部科学省委託事業） 
「持続可能な総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞを目指して」第1章２．行政支援の現状と今後の課題 から 

 

■育成・支援体制に関する課題（再掲） 
○総合型クラブの全国的な基準が無いため、国民に一定のイメージが認知され難い（認知度の向上が困難）。 
 

○総合型クラブの育成・支援主体が複数存在し、全国的な育成・支援主体が明確になっていない。 
  

○市区町村のスポーツ推進計画の策定率が低く、行政の施策における総合型クラブの位置付けが明確になっていな
い場合がある。 

 

■例えば、89.9％のクラブが学校又は公共施設を活動拠点にするも※①、同時に
35.7％のクラブは活動拠点施設の確保（維持）を課題として挙げている※②。 

 


